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ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
ガ
マ
ガ

エ
ル
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
大

型
の
カ
エ
ル
で
す
。
体
長
は
10
～
15

㌢
ほ
ど
、
全
身
に
ブ
ツ
ブ
ツ
と
し
た

イ
ボ
が
あ
り
ま
す
が
、
繁
殖
期
は
オ

ス
の
皮
膚
が
な
め
ら
か
に
な
り
ま
す
。

毒
液
で
身
を
守
る

　

普
段
は
暗
い
林
の
中
で
生
活
し
て

い
ま
す
。
昼
間
は
石
の
陰
な
ど
に
隠

れ
、
夜
間
は
歩
き
回
り
昆
虫
な
ど
の

動
く
も
の
を
長
い
舌
で
捕
食
し
ま

す
。
市
街
地
の
庭
園
や
墓
地
な
ど
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
産
卵

地
や
生
息
地
の
分
断
で
生
息
数
は
減

少
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

目
の
後
ろ
の
皮
膚
が
盛
り
上
が
っ

た
部
分
に
毒
液
を
含
み
、
刺
激
す
る

と
毒
液
を
分
泌
し
外
敵
か
ら
身
を
守

り
ま
す
。
人
の
目
に
入
る
と
大
変
危

険
な
た
め
、
不
用
意
に
触
ら
な
い
よ

う
注
意
が
必
要
で
す
。

　

鳴
く
の
は
オ
ス
で
、
他
の
カ
エ
ル

の
よ
う
な
鳴め

い

嚢の
う（
鳴
き
袋
）を
持
た
な

い
た
め
、
小
さ
な
声
で「
ク
ッ
ク
ッ

ク
ッ
」、
ま
た
は「
コ
コ
コ
ッ
」と
鳴

き
ま
す
。

産
卵
は
合
戦
状
態

　

寿
命
は
一
般
的
に
10
～
15
年
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
3
月
頃
に
冬
眠
か

ら
覚
め
、
池
や
田
ん
ぼ
の
水
溜
ま
り

な
ど
に
集
団
で
産
卵
し
ま
す
。
オ
ス

が
メ
ス
を
奪
い
合
っ
て
互
い
を
押
し

の
け
た
り
す
る
様
子
は「
カ
エ
ル
合

戦
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
産
卵
時
、

卵
が
中
に
入
っ
た
ひ
も
状
の
卵ら

ん

塊か
い

を

産
み
ま
す
。
長
い
チ
ュ
ー
ブ
の
よ
う

な
形
に
な
り
、
一
回
の
産
卵
で
数

メ
ー
ト
ル
産
む
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
卵
塊
は
高
砂
緑
地（
東
海
岸
北
）

や
、
民
家
の
池
な
ど
の
住
宅
地
で
見

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
文
化
資
料
館
☎（
85
）１
７
３
３
】

産卵後約一週間でふ化した
幼生（オタマジャクシ）

卵塊はゼリー質で、数千個の卵が入って
いる

国民年金・国民健康保険の
手続きを忘れずに

■国民健康保険の手続き

問合　�保険年金課年金担当（市役所本庁舎1階5
番窓口）、藤沢年金事務所☎0466（50）
1151

非自発的離職者に係る法的軽減制度

こんなとき 届け出先
会社に就職した 勤務先

会社を退職した 保険年金課年金担当、または年金事務所

配偶者（第2号被保険者）の
扶養になった 配偶者の勤務先

配偶者（第2号被保険者）の
扶養から外れた 保険年金課年金担当、または年金事務所

第2号被保険者に扶養されてい
る配偶者が20歳になった 配偶者の勤務先

離職理由コード 離職理由
11 解雇（12・50以外）
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め（雇用期間3年以上雇い止め通知あり）
22 雇い止め（雇用期間3年未満更新明示あり）
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

離職理由コード 離職理由
23 期間満了（雇用期間3年未満更新明示なし）
33 正当な理由のある自己都合退職（31・32以外）
34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間12か月未満）�

こんなとき 必要なもの

加
入
す
る
と
き

他の市区町村から
転入した（転入日
が加入日）

□��転出証明書（既に転入届をされている方は不要）
□��印鑑（朱肉を使うもの）
□��負担区分等連絡票（70歳以上の方で、前住所地で交
付された場合のみ）　

□��マイナンバーカードまたは通知カード（本人、世帯
主のもの）

勤務先の健康保険
を喪失した（健康
保険を喪失した日
の翌日が加入日）

□��社会保険資格喪失証明書（扶養の方がいる場合には、
その方の記載も必要となります。加入者本人のみの
手続きの場合は、退職証明書、離職票等でも手続き
できます）

□��印鑑（朱肉を使うもの）
□��マイナンバーカードまたは通知カード（本人、世帯
主のもの）

保険料を口座振替
で納めたい

□��口座振替を希望する金融機関の通帳
□��金融機関の届け出印

喪
失
す
る
と
き

他の市区町村へ転
出される

□��国民健康保険被保険者証
□��印鑑（朱肉を使うもの）
□��マイナンバーカードまたは通知カード（本人、世帯
主のもの）

職場などの健康保
険に加入した、被
扶養者になった

□��国民健康保険被保険者証
□��印鑑（朱肉を使うもの）
□��新たに加入した職場等の健康保険証（未交付の場合
は、資格取得証明書等）全員分

□��マイナンバーカードまたは通知カード（本人、世帯
主のもの）

そ
の
他

保険証の記載が変
わった

□��国民健康保険被保険者証
□��印鑑（朱肉を使うもの）
□���マイナンバーカードまたは通知カード（本人、世帯
主のもの）

種別 説明

第1号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、学
生、無職の方など

第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員
や公務員

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されてい
る20歳以上60歳未満の配偶者

　日本に住む20歳以上60歳未満
の方は、国民年金の加入が義務付
けられています。就職や退職した
とき、配偶者（第2号被保険者）の
扶養から外れたときなどは、変更
の届け出が必要です。手続きには
年金手帳のほか必要な書類があり
ます。各届け出先にお問い合わせ
ください。

　春は進学や就職、退職などの異動が多
い時期です。国民年金・国民健康保険の
加入・喪失、その他の変更があったとき
は、忘れずに届け出をしてください。
� 【保険年金課年金担当・保険料担当】

　倒産・解雇などによる離職（特定受給資格者）や雇い止めなどによる離職（特
定理由離職者）をされた方は、届け出により国民健康保険料が軽減される場
合があります。
対象となる方
　失業時点で65歳未満の方、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が下表の
離職理由コードに該当する方。

対象期間
　離職日の翌日から翌年度末まで
軽減額
　非自発的離職者に係る法定軽減制度が適用された場合、前年の給与所得額
のみを30/100とみなして保険料を算定します。
必要書類
　□�届け出書（市役所保険年金課で取得可）
　□�国民健康保険被保険者証
　□��雇用保険受給資格者証（離職票や退職証明書では手続きできませんので

ご注意ください）
※��非自発的離職者に係る法定軽減制度を受けるには届け出が必要です。詳
細はお問い合せください

問合　保険年金課保険料担当（市役所本庁舎1階4番窓口）

1.　雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職）

2.　雇用保険の特定理由離職者（例：雇い止めなどによる離職）

　転入・退職による国民健康保険への加入、転出・就職・社会保険の扶養家
族として認定されることによる国民健康保険の喪失、転居・氏名変更・世帯
主変更等により、国民健康保険に関する手続きが必要な場合があります。下
表に該当する方は忘れずに手続きをしましょう。

■国民年金の手続き


